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答 申 

 

 

 審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した児童福祉法（以下「法」

という。）５６条２項の規定に基づく児童福祉施設等措置費徴収額決定処分

に係る審査請求について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申す

る。 

 

第１ 審査会の結論 

本件審査請求は、棄却すべきである。 

 

第２ 審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、東京都○○センター所長（以下「処分庁」

という。）が請求人に対し、令和５年３月２７日付けの児童福祉施設

等措置費徴収額決定通知書で行った法５６条２項の規定による児童福

祉施設等措置費徴収額決定処分（以下「本件処分」という。）につい

て、その取消しを求めるものである。  

 

第３ 請求人の主張の要旨 

請求人は、おおむね以下のことから、本件処分が違法又は不当であ

ると主張している。 

担当職員及び上司にクレームを度々入れるも、一切聞き入れられな

かった。担当職員等の間違った行動・言動等が正当化された。担当職

員及び上司に実情を話しているが、話の内容を全面的に拒否され、職

員の意見が最優先事項にされた。 

職権を理由に本件処分が強制的に行われた。また、本件承諾書につ

いては、児相職員及び同席職員からも「措置費用負担」に関しての一

切の説明はなく、署名する書類のみ出され、挙げ句の果てには「署名

をしなければ娘を返さない」と言う脅し文句ともとれる言動までされ、

仕方なく署名したものである。 
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第４ 審理員意見書の結論 

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項の規定

を適用して、棄却すべきである。 

 

第５ 調査審議の経過 

審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。 

年 月 日 審 議 経 過 

令和 ６年 ９月２７日 諮問 

令和 ６年１２月２３日 審議（第９５回第２部会） 

令和 ７年 １月２４日 審議（第９６回第２部会） 

 

第６ 審査会の判断の理由 

   審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結果、

以下のように判断する。 

１ 法令等の定め  

⑴ 法５０条は、「都道府県が、第２７条第１項第３号に規定する措

置を採つた場合において、入所又は委託に要する費用及び入所後の

保護又は委託後の養育につき、第４５条第１項又は第４５条の２第

１項の基準を維持するために要する費用」（７号）は、都道府県の

支弁とすると規定している。 

法５６条２項は、法５０条７号に規定する費用を支弁した都道府県

の長は、本人又はその扶養義務者（民法に定める扶養義務者をいう。

以下同じ。）から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を

徴収することができると規定している。 

法５６条４項は、都道府県知事は、同条２項の規定による費用の徴

収に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入

の状況につき、官公署に対し必要な資料の提供を求めることができる

と規定している。 

  ⑵ 東京都においては、法２７条１項の措置を採る知事の権限は、法３

２条１項及び児童福祉法施行細則（昭和４１年東京都規則第１６９号。
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以下「都規則」という。）１条１項１号により児童相談所長に、法５

６条２項の規定による費用の徴収に関する知事の権限は、都規則１条

２項１号により東京都児童相談センター所長にそれぞれ委任されてい

る。 

都規則３３条１項は、法５６条２項の規定により本人又はその扶養

義務者から徴収する費用の額は、都規則別表第１に定める額を限度と

すると規定している。 

都規則３３条２項は、同条１項の費用の徴収に当たっては、東京都

児童相談センター所長は、本人又はその扶養義務者の負担能力の認定

を行うものとするとし、児童相談所長が採った措置に係る費用を徴収

する場合は、当該児童相談所長の調査及び意見に基づき、本人又はそ

の扶養義務者の負担能力の認定を行うものとすると規定している。 

  ⑶ また、東京都は、法２７条１項３号の規定により児童福祉施設に入

所措置された児童等に係る法５６条の規定による費用徴収について、

児童又はその扶養義務者の負担能力の認定及び徴収額の決定を適正か

つ円滑に行うことを目的として、児童福祉施設等措置費徴収金認定要

領（昭和４１年７月１９日付４１民児童発第１６６号民生局長決定。

以下「認定要領」という。）を定めている。 

    認定要領第２・１・⑴は、措置費徴収金は、東京都が施設に措置費

を支弁した場合に、知事が法５６条の規定により、その支弁した措置

費の全部又は一部を費用負担者の負担能力に応じて徴収するものであ

るとしている。 

２ 本件処分についての検討 

これを本件についてみると、本件費用徴収調書等に基づき、法５６

条２項の扶養義務者である請求人の令和４年度の特別区民税所得割額

（以下「特別区民税所得割額」という。）を都規則別表第１㈡（別紙

１参照）により算出すると、５１，９００円（別紙２参照）になり、

請求人は、同項の費用徴収に係る負担能力を有することが認められる。 

そして、特別区民税所得割額５１，９００円は、都規則別表第１㈡

に照らすと、階層区分「Ｄ３」に該当し、徴収金基準額（月額）は１
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３，５００円となる。 

そうすると、本件処分は、法令等の規定に則り、請求人の負担能力

の認定を行った上で行われたものであるといえ、取り消すべき違法又

は不当な点は認められない。 

３ 請求人の主張についての検討 

請求人は、上記第３のとおり、本件入所措置をめぐる児童相談所の

担当職員の対応に不服がある旨に加え、本件処分が職権を理由に強制

的に行われたものであり、本件入所措置に際して記入した本件承諾書

は仕方なく署名したものである旨主張する。 

まず、本件入所措置と本件処分とは、それぞれ処分権者が異なり、

また、その目的及び効果を異にする別個の処分である。そのため、本

件入所措置をめぐる児童相談所の担当職員の対応に不服がある旨の主

張は、本件処分の違法性又は不当性に直接的に関わるものではない。 

次に、本件処分は、東京都が障害児入所施設に支弁した措置費につ

いて、本児の扶養義務者である請求人の負担能力の認定を行った上で、

法５６条２項の規定により請求人から徴収する額について決定したも

のである。本件処分それ自体は、根拠法令に基づき職権で行える行為

であり、かつ、適正に行われたものと解される。なお、本件承諾書の

署名をめぐる請求人の主張についても、それを認めるに足りる証拠は

ない。 

４ 請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討 

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法令解

釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に行われて

いるものと判断する。 

よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

（答申を行った委員の氏名） 

 後藤眞理子、筑紫圭一、中村知己 
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別紙１及び別紙２（略） 


